
 

「改正障害者差別解消法周知・啓発のための事業所内研修動画作成業務」 

企画提案コンペの実施について 

 
令和６年４月に施行された改正障害者差別解消法の趣旨を学び、業務の中で障害の特性に

合わせた合理的配慮等の対応方法を身につけることができる、民間事業者の社内接遇研修等

で活用するための動画の作成業務（以下「業務」という。）を委託する者を選定するための

企画提案を募集する。 

 

１ 応募資格 
法人その他の団体または個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有すること

等 
 
２ 委託内容 

改正障害者差別解消法周知・啓発のための事業所内研修動画作成業務 
 
３ 委託期間 

契約締結日から令和７年３月19日（水） 
 
４ 事業費 

￥８９１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 
 
５ 募集期間 
  令和７年１月８日（水）から令和７年１月24日（金）17時まで 
 
６ 応募手続 
  下記８の窓口への持参又は郵送 
  ※郵送による場合は、あらかじめ下記連絡先へ電話等によりご連絡ください。 
   
７ 審査方法 
  審査会を設置し、提出された応募図書等をもとに審査のうえ、業務委託予定者を選定 
 
８ 問い合わせ先 
  兵庫県福祉部障害福祉課 大河内 

  〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 
  電 話 078-341-7711（内線3002）、078-362-9104（直通） 
  ＦＡＸ：078-362-3911 

Ｅ-mail：shougaika@pref.hyogo.lg.jp 
 
９ その他 
  詳細は、別添の「改正障害者差別解消法周知・啓発のための事業所内研修動画作成業務
企画提案コンペ募集要項」を参照のこと 
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添付ファイル 

・募集要項（PDF）・仕様書（PDF） 

・応募様式（WORD） 

       


